
 

改正後 現行 

「神奈川県建築物等における木材利用促進に関する方針」 

 

第１～９ （略） 

 

（附則） 

本指針は、平成17年４月１日から適用する。 

本指針は、平成23年12月22日から適用する。 

「公共施設の木造・木質化等に関する指針」は「神奈川県建築物等における

木材利用促進に関する方針」に名称を変更する。 

本方針は、令和４年４月１日から適用する。 

本方針は、令和６年９月５日から適用する。 

 

別表１ （略） 

 

別表２ （略） 

 

別表３ （略） 

 

別表４ 県産木材の使用が困難な場合 

（１）法令の規定等により県産木材の使用が困難な場合 

（２）県産木材による供給が困難である場合 

（３）その他相当の理由により県産木材の使用が適当でない場合 
 

「神奈川県建築物等における木材利用促進に関する方針」 

 

第１～９ （略） 

 

（附則） 

本指針は、平成17年４月１日から適用する。 

本指針は、平成23年12月22日から適用する。 

「公共施設の木造・木質化等に関する指針」は「神奈川県建築物等における

木材利用促進に関する方針」に名称を変更する。 

本方針は、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

別表１ （略） 

 

別表２ （略） 

 

別表３ （略） 

 

別表４ 県産木材を使用しない場合 

（１）法令の規定等により県産木材を使用できない場合 

（２）県産木材による供給が困難である場合 

（３）その他相当の理由により県産木材の使用が適当でない場合 
 



 

 


